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令和６年１２月１６日 
 

１ 件  名  山口市住居表示審議会答申書受渡式 

２ 日  時  令和６年１２月２５日（水）午前１０時００分から 

３ 場  所  山口総合支所 市長応接室 

 
４ 内  容 

   小郡下郷地区における住居表示の実施にあたり、山口市住居表示審議会が市長

の諮問に応じ、重要事項を審議した結果を答申します。 

 
 ■今回の答申内容 
  【住居表示の実施区域】 
    小郡下郷地区の一部 
  【住居表示の方法】 
    街区方式 
  【字の区域の変更及び町の区域の新設】 

（１）変更前 
    小郡下郷の一部    
（２）変更後 
    小郡柳井田一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 
    小郡蔵敷、小郡中央通、小郡津市 

小郡本町一丁目、二丁目 

５ 出 席 者 
  山口市住居表示審議会会長  前田 哲男 
  山口市住居表示審議会副会長 恒冨 竹司 
  山口市長 伊藤 和貴 

６ 問い合わせ  地域生活部 生活安全課 （担当：白松
しらまつ

） 

  ℡ ０８３－９３４－２９８６ 

 

（様式１） 



【参考資料】 
１ 住居表示について 
 山口市住居表示整備計画により、順次実施している。 
  近年の実績  Ｈ２１．１１  桜畠五丁目 
         Ｈ２３．２   七尾台、緑ヶ丘、平野一丁目、青葉台 
                 小郡金堀町 
         Ｈ２４．２   平野二丁目～三丁目 
                 江良一丁目～三丁目 
                 桜畠六丁目 
                 小郡山手上町、小郡尾崎町、 

小郡円座東町、小郡円座西町 
         Ｈ２５．２   小郡新町一丁目～七丁目 
                 小郡みらい町一丁目～二丁目 
                 小郡光が丘 
         Ｈ２６．２   大内矢田北一丁目～六丁目 
                 大内矢田南一丁目～八丁目 
         Ｈ２７．２   大内氷上一丁目～七丁目 
         Ｈ２８．２   大内問田一丁目～五丁目、大内小京都、 

大内姫山台 
         Ｈ２９．２   大内千坊一丁目～六丁目 

大内中央一丁目～二丁目 
         Ｈ３０．２   大内御堀一丁目～六丁目 
         Ｈ３１．２   小郡かぜの丘 

          Ｒ３．２   小郡令和一丁目～二丁目 

          Ｒ４．２   小郡明治一丁目～二丁目、小郡大正町 

                 小郡長谷一丁目、小郡令和三丁目 

          Ｒ７．２予定 小郡東津一丁目～二丁目 

                 小郡昭和町 

２ 今後の流れ 
実施区域及び方法について令和７年３月議会に提案し、議決を受けた後３０

日間の公示を行い、異議申立てが無ければ字の区域の変更及び町の区域の新設

について令和７年９月議会に提案し、議決を受ける。 

 
  ⇒ 住居表示の実施（令和８年２月中旬予定） 


